
介護度

月定数を
超える場合

基本
（単位）

科学的推進
体制加算
（単位）

提供体制
加算Ⅲ

（単位）

小計
（単位）

介護職員等
処遇改善加算Ⅱ（単位）

合計
（円）

利用者負担
1割

（円）/月

要支援1 1798 ～4回まで 436 40 24 1862 168 20,828 2,083

要支援2 3621 ～8回まで 447 40 48 3709 334 41,483 4,148

介護度 基本
（単位）

個別機能
訓練加算Ⅰ
（単位）

入浴介助
加算

（単位）

科学的推進
体制加算
（単位）

提供体制
加算Ⅲ

（単位）

小計
（単位）

介護職員等
処遇改善加算Ⅱ（単位）

合計
（円）

利用者負担
1割

（円）/日

要介護1 658 56 40 40 6 800 72 8,842 884

要介護2 777 56 40 40 6 919 83 10,160 1,016

要介護3 900 56 40 40 6 1038 93 11,468 1,147

要介護4 1023 56 40 40 6 1165 105 12,878 1,288

要介護5 1148 56 40 40 6 1290 116 14,257 1,426

　●詳しくはお問い合わせください。

回数を定める場合
（１回あたり単位）

　●介護職員等処遇改善加算Ⅱは小計に0.09を乗じて計算しています。

　●加古川市、高砂市の要支援1の方は4回までと5回以上で計算方法が違います。（加古川市は月単位一律）

　●加古川市、高砂市の要支援2の方は8回までと9回以上で計算方法が違います。（加古川市は月単位一律）

　●ご自身の介護保険負担割合証の負担割合に基づき計算してください。

　●介護保険外として下記の物がご利用いただいた回数で足されます。

　　　昼食代（おやつ含む） 650円　、 喫茶代 100円　、 おむつ代 実費　、T字カミソリ 30円

のじぎくの里デイサービス　利用料金表
令和6年11月1日現在

　●要介護の方は月のご利用回数を乗じて計算してください。但し、科学的推進体制加算は月1回の算定ですので多少の誤差はあります。

　●合計（円）は1単位を10.14円（地域区分7級地）として計算しています。


